
【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成23年８月11日

【四半期会計期間】 第108期第１四半期（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

【会社名】 浅香工業株式会社

【英訳名】 ASAKA INDUSTRIAL CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　嶌田　長秋

【本店の所在の場所】 堺市堺区海山町２丁117番地

【電話番号】 （０７２）２２９－５１３７

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部本部長　　岡田　実

【最寄りの連絡場所】 堺市堺区海山町２丁117番地

【電話番号】 （０７２）２２９－５１３７

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部本部長　　岡田　実

【縦覧に供する場所】 浅香工業株式会社東京支店

（さいたま市南区文蔵４丁目11番５号）

浅香工業株式会社名古屋支店

（愛知県春日井市勝川新町３丁目４番地）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

　（注）　東京支店及び名古屋支店は、金融商品取引法の規定による縦覧に供すべき場所ではありませんが、投資者の便宜

のために縦覧に供しております。

EDINET提出書類

浅香工業株式会社(E01391)

四半期報告書

 1/19



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第107期

第１四半期累計期間
第108期

第１四半期累計期間
第107期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年６月30日

自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 1,647,411 2,076,705 7,215,436

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△30,385 41,953 103,659

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（千円）
△72,280 26,728 △23,717

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 829,600 829,600 829,600

発行済株式総数（株） 10,370,800 10,370,800 10,370,800

純資産額（千円） 2,111,403 2,190,466 2,199,877

総資産額（千円） 5,125,097 5,593,970 5,135,156

１株当たり四半期純利益又は四半

期（当期）純損失（△）（円）
△7.24 2.68 △2.37

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 2.00

自己資本比率（％） 41.1 39.2 42.7

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が無いため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第107期第１四半期累計期間及び第107期は、

１株当たり四半期（当期）純損失であり、また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、第108

期第１四半期累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受けて急速に落ち込んだものの、サプライ

チェーンの復旧に伴い自動車産業をはじめ各企業の生産も回復傾向に推移し、個人消費につきましても震災後の自

粛による支出を控える動きから徐々に持ち直しの動きとなっております。

このような情勢下におきまして、当社は新規販路の開拓等積極的な営業活動を展開するとともに、一部震災によ

る特需もあって売上高は2,076百万円（前年同期は1,647百万円）になりました。

利益面につきましては、コストの低減・経費の節減等に努めました結果、営業利益は36百万円（前年同期は34百

万円の営業損失）、経常利益は41百万円（前年同期は30百万円の経常損失）となり、当第１四半期累計期間の四半

期純利益は26百万円（前年同期は72百万円の四半期純損失）となりました。

　なお、セグメント別の業況は次のとおりであります。

（生活関連用品）

　ショベルにつきましては、積極的な営業活動と一部震災による特需もあって国内向け売上高は201百万円（対前年

同期比25.6％増）となりました。輸出は、円高による影響を踏まえ価格調整等拡販対策に努力するも売上高は26百

万円（対前年同期比13.4％減）となり、ショベル類全体の売上高は228百万円（対前年同期比19.2％増）となりま

した。

また、アウトドア用品類、工事・農業用機器類につきましては、懸命な拡販策の展開、新規販路の開拓等により売

上高は1,195百万円（対前年同期比10.1％増）となりました。

（物流機器）

　市場も徐々に回復傾向にある物流機器関連は、震災により一部の投資計画が先送りまたは中止される一方、毀損し

た設備の復旧や新設が押し上げ要因となり売上高は653百万円（対前年同期比76.3％増）となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　当第１四半期会計期間末における資産、負債、純資産の状況は、次のとおりであります。

　なお、記載内容は前事業年度末と比較しております。

（資産）

　流動資産は、462百万円増加し4,403百万円（前事業年度末は3,940百万円）となりました。これは主に受取手形及

び売掛金が220百万円、商品及び製品が228百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　固定資産は、３百万円減少し1,190百万円（前事業年度末は1,194百万円）となりました。この結果、総資産は、458

百万円増加し5,593百万円（前事業年度末は5,135百万円）となりました。

（負債）

　流動負債は、488百万円増加し3,182百万円（前事業年度末は2,694百万円）となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が407百万円増加したことによるものであります。

　固定負債は、19百万円減少し220百万円（前事業年度末は240百万円）となりました。この結果、負債合計は、468百

万円増加し3,403百万円（前事業年度末は2,935百万円）となりました。

（純資産）

　純資産は、９百万円減少し2,190百万円（前事業年度末は2,199百万円）となりました。これは主にその他有価証券

評価差額金が９百万円減少したことによるものであります。
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(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社

法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

①基本方針の内容

当社取締役会は、上場会社として当社株式等の自由な売買を認める以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われ

る特定の者の大規模買付行為（議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為）を受け入れるか否かは、最

終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えますが、当社株主の皆様が、その有する権利

に関して重大な影響を持ちうる大規模買付行為に際して適切な判断を行うためには、大規模買付者からの情報提

供のみならず、当社取締役会を通じた適切かつ十分な情報の提供および大規模買付行為に対する当社取締役会の

評価や意見等の提供が、必要不可欠なものであると考えます。

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は寛文元年（1661年）に創業いたしました。その後、明治24年にショベル、スコップの国産化に成功して以

来、「良品声無くして人を呼ぶ」という経営理念に沿った品質第一主義の製品・商品創りに徹し、象印のシンボ

ルマークをもって業界をリードするメーカーとしての地位を築いてまいりました。昨今の品質を度外視した海外

からの廉価品が溢れる市場の中で、プロが作り、プロが使用する品質本位のモノ作りをする技術の伝承とともに、

自然環境との共生、少子高齢化時代を見据えた新たな商品開発に徹することが、当社の社会的使命であり、これを

実現していくことが、長期にわたり当社の企業価値を向上させ株主共同の利益確保に資するものであると考え、

企画開発室を中心に新製品の開発、既存商品の改善等に取り組んでおります。
　
③会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配される

ことを防止するための取組み

当社株式等に対する大規模買付行為を行う場合の手続きとして、大規模買付者に対して、買付行為の前に、当社

取締役会に対し十分な情報提供をすること、その後、当社取締役会がその買付行為を評価・交渉・代替案を提出

する期間を設けることとするルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めました。この大規模買付

ルールが遵守されない場合、株主の皆様の利益を保護する目的で、会社法その他の法律および当社定款により認

められている対抗措置を講じます。

イ．大規模買付ルールの内容

　　当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な

情報を提供し、それに基づいて当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する

というものです。なお、大規模買付ルールに基づいて書面等の作成を要する場合には日本語によるものとし、ま

た、資料等を提供する必要がある場合において、当該資料中に日本語以外の言語により作成されたものが存す

る場合には、提出者は日本語訳を添付していただきます。

（ａ）意向表明書の提出

　　　大規模買付者には、大規模買付行為に先立って、当社宛に、大規模買付ルールを遵守する旨の意向表明書を提

出していただきます。

　　　意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、現在保有する当社株式等の数、国内連

絡先および提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。

　　　大規模買付行為の提案があった場合には、当社は、適時開示に関する法令および金融商品取引所の規則に従い

開示します。

（ｂ）情報提供

　　　大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のた

めに必要かつ十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。

　　　当社は、上記意向表明書を受領した日の翌日から起算して10営業日以内に、提供いただくべき大規模買付情報

のリストを意向表明書記載の大規模買付者の国内連絡先に宛てて発送します。

　　　大規模買付情報の主な項目の概要は次のとおりです。

　　Ⅰ　大規模買付者およびそのグループの概要

　　Ⅱ　大規模買付行為の目的および内容

　　Ⅲ　当社株式の買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け

　　Ⅳ　大規模買付行為完了後に最終的に経済的利益を得ることを目的として、当該買付資金を大規模買付者およ

びそのグループに供給している個人、法人等の概要

EDINET提出書類

浅香工業株式会社(E01391)

四半期報告書

 4/19



　　Ⅴ　大規模買付行為完了後に意図する当社の経営方針、事業計画等 

　　　なお、当初提供していただいた大規模買付情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、

当社取締役会は、大規模買付者に対して必要な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。大

規模買付行為の提案があった事実および当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判

断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。 

（ｃ）大規模買付情報の検討および意見表明等

　　　当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じて、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付

情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開買付による当社全株式等の買付の場

合。初日を含みません。）または90日間（その他の大規模買付行為の場合。初日を含みません。）を当社取締

役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいま

す。）として与えられるべきものと考えます。

　　　従って、大規模買付行為は、取締役会の意見公表後、または取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるもの

とします。

　　　取締役会評価期間中、当社取締役会は、特別委員会に諮問し、必要に応じ独立した外部専門家等（弁護士、公認

会計士、ファイナンシャル・アドバイザー等を含みます。）の助言を受けながら、提供された大規模買付情報

を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。

　　　また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会

として当社株主の皆様に対して代替案を提示することもあります。
　
ロ．大規模買付行為がなされた場合の対応方針

（ａ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

　　　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したものと判断される場合には、当社取締役会が、仮に当該大規模買

付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。もっとも、

大規模買付ルールが遵守されているものと判断される場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価

値または株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断した場合（以下、かような大規模買付行為を

「濫用的買収」といいます。）、当社取締役会は当社の企業価値および株主共同の利益を守るために適切と

考える対策を講じることがあります。具体的には次に掲げるいずれかの類型に該当すると判断される場合

に、濫用的買収に該当するものと考えます。

　　Ⅰ　真に当社の企業経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価を吊り上げて高値で株式を当社または当

社関係者に引き取らせる目的であると判断される場合

　　Ⅱ　当社の経営を一時的に支配し当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や

顧客等を大規模買付者やそのグループ会社に移譲させる目的で、当社の株式の買収を行っていると判断さ

れる場合

　　Ⅲ　当社の経営を支配した後に当社の資産を買収買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として

流用する目的があると判断される場合

　　Ⅳ　当社の経営を一時的に支配して、当社の不動産、有価証券等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時

的な高配当をさせるかまたは一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜

けを目的としていると判断される場合

　　　当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を損なうか否かの検討および判断については、

その客観性および合理性を担保するため、当社取締役会は、大規模買付者の提供する買付後における経営方

針等を含む大規模買付情報に基づいて、独立の外部専門家等や特別委員会の助言を得ながら当該大規模買付

者および大規模買付行為の具体的な内容（目的、方法、対象、取得対価の種類・金額等）や当該大規模買付行

為が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響を検討し、監査役全員の賛同を得たうえで決定する

こととします。

　　　なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したと判断される場合であって、かつ、当該大規模買付行為が

濫用的買収に該当しない場合であっても、当社取締役会として当該大規模買付行為についての反対意見を表

明し、あるいは代替案を提示すること等により、当社株主の皆様を説得する行為を行うことがあります。

　　　その場合、大規模買付者の提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該提案および当該提案に対す

る当社が提示する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
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（ｂ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

　　　大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締

役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守ることを目的として、株式分割、新株予約権の発行等、会

社法その他の法律および当社定款の認めるものを行使し、大規模買付行為の開始に対抗する場合がありま

す。

　　　具体的にいかなる対抗策を講じるかについては、当社取締役会が、その時点で最善であると判断したものを選

択いたします。

（ｃ）具体的対抗策発動時に株主および投資者の皆様に与える影響等

　　　大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共

同の利益を守られることを目的として、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗策を

とることがあります。

　　　しかしながら、当該対抗策の仕組上、当社株主の皆様（大規模買付ルールに違反した大規模買付者を除きま

す。）が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりませ

ん。

　　　当社取締役会が具体的対抗策をとることを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則等に従って、適

時適切な開示を行います。

　　　なお、対抗策として考えられるもののうち、株式分割および新株予約権の発行についての当社株主の皆様に関

わる手続きについては、次のとおりとなります。

　　　株式分割を行う場合には、当社株主の皆様にとりまして必要となる手続きは特にありませんが、別途当社取締

役会が決定し、公告する株式分割基準日までに株主名簿に記載または記録の手続きを完了していただく必要

があります。

　　　新株予約権の発行または行使につきましては、新株予約権または新株を取得するために所定の期間内に一定

の金額の払込をしていただく必要があります。かかる手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を発

行することになった際に、法令に基づき別途お知らせいたします。ただし、当社取締役会が決定し、公告する

新株予約権割当基準日における当社の株主名簿に記載または記録された株主に新株予約権が割当てられま

すので、当該基準日までに株主名簿に記載または記録の手続きを完了していただく必要があります。

（ｄ）大規模買付ルールの廃止および変更

　　　本対応方針を決定した当社取締役会においては、全取締役の賛成により決議されましたが、当取締役会には、

社外監査役２名を含む当社監査役４名全員が出席し、いずれの監査役も、本対応方針の具体的運用が適正に

行われることを条件として、本対応方針に賛成する旨の意見を述べました。

　　　なお、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益の向上の観点から、会社法その他企業防衛に関

わる法改正、司法判断の動向や分析等を踏まえ、今後必要に応じて本対応方針を変更し、または新たな対応策

等を導入することがあります。

　　　本対応方針の有効期限は、平成25年６月開催予定の定時株主総会終結後に最初に開催される取締役会の終了

時点までとします。

　　　また、有効期限満了前であっても、本対応方針は、当社取締役会の決議により廃止または変更されることがあ

ります。当社取締役会は、本対応方針を継続、廃止および変更することを決定した場合には、その旨を速やか

にお知らせいたします。

④本対応策が会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主の共同の利益を損なうものではないこと、会

社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由

イ．本対応策が会社支配に関する基本方針に沿うものであること

　　本対応策は、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、

事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

ロ．本対応策が当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

　　本対応策は、①基本方針の内容に記載したとおり、当社の企業価値や株主共同の利益を確保し、向上させること

を前提としております。 

　　また、本対応策は、平成19年４月13日開催の当社取締役会にて決定し、同年定時株主総会において、平成22年６

月開催の定時株主総会終結後の最初に開催される取締役会の日までを有効期限とし、当社の株式等大規模買付

行為への対応方針としてまいりました。
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　　そして、この対応策の一部に修正を行ったうえ、実質的に同一の内容にて更新することを平成22年４月９日開

催の当社取締役会で決定し、平成22年６月29日開催の当社第106期定時株主総会において、本対応策の継続に関

し、株主皆様のご承認をいただきました。これにより株主の皆様のご意向が反映されておりますので、本対応策

は当社株主の共同の利益を損なうものではないと考えております。

ハ．本対応策が当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

　　大規模買付行為の対応策を適正に運用し、当社取締役会に恣意的な判断がなされることを防止するための独立

機関として、引き続き特別委員会を設置いたします。

　　特別委員会の委員は３名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするために、当社社外監査役および社外有識

者（弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者等）の中から選任します。

　　当社の大規模買付行為の対応策が、当社役員の地位の維持目的ではなく、当社の企業価値および株主共同の利

益の確保ないしその向上という目的を達成するためには、客観的かつ合理的な判断を行うことが求められるた

め、重要な判断に際しては、原則として特別委員会に諮問することとし、当社取締役会は当委員会の勧告を最大

限に尊重するものとしております。

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

浅香工業株式会社(E01391)

四半期報告書

 7/19



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成23年８月11日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 10,370,800 10,370,800大阪証券取引所市場第二部 単元株式数 1,000株　

計 10,370,800 10,370,800 － －

　　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　なお、当社が発行した企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等は、平成23年６月14日をもって未行使のまま行使期間を満了いたしました。

　これに伴い、新株予約権戻入益5,720千円を特別利益に計上しております。　

　　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日　
― 10,370,800 ― 829,600 ― 509,408

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式　　　 384,000
－ 単元株式数　1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　9,875,000 9,875 同上

単元未満株式 普通株式　　　 111,800 －
１単元（1,000株）

未満の株式　

発行済株式総数 10,370,800 － －

総株主の議決権 － 9,875 －

 

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

(自己保有株式)

浅香工業株式会社

堺市堺区海山町２

丁117番地
384,000 － 384,000 3.70

計 － 384,000 － 384,000 3.70

　（注）　当第１四半期会計期間末（平成23年６月30日）の自己株式数は384,000株（単元未満株式を除く。）となってお

ります。

２【役員の状況】

　該当事項はありません。 
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下、「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　

３．四半期連結財務諸表について

　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　 　 1.1％

売上高基準　　　  0.1％

利益基準　　　　  3.6％

利益剰余金基準　  2.2％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 861,581 906,996

受取手形及び売掛金 1,744,463 1,964,912

商品及び製品 856,018 1,084,618

仕掛品 31,479 32,835

原材料及び貯蔵品 81,959 96,684

未収入金 314,001 282,364

その他 64,537 44,347

貸倒引当金 △13,200 △9,400

流動資産合計 3,940,841 4,403,359

固定資産

有形固定資産 317,427 315,750

無形固定資産 25,857 27,910

投資その他の資産

投資有価証券 433,575 424,755

その他 428,417 433,359

貸倒引当金 △10,964 △11,164

投資その他の資産合計 851,029 846,950

固定資産合計 1,194,315 1,190,611

資産合計 5,135,156 5,593,970

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,544,787 1,951,828

短期借入金 878,772 949,554

未払法人税等 53,301 5,997

賞与引当金 48,300 16,300

その他 169,567 259,144

流動負債合計 2,694,729 3,182,823

固定負債

長期借入金 75,750 65,180

退職給付引当金 151,400 142,100

その他 13,400 13,400

固定負債合計 240,550 220,680

負債合計 2,935,279 3,403,503
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 829,600 829,600

資本剰余金 509,408 509,408

利益剰余金 877,213 883,968

自己株式 △34,113 △34,113

株主資本合計 2,182,108 2,188,863

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 18,113 8,680

繰延ヘッジ損益 △6,065 △7,076

評価・換算差額等合計 12,048 1,603

新株予約権 5,720 －

純資産合計 2,199,877 2,190,466

負債純資産合計 5,135,156 5,593,970
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（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 1,647,411 2,076,705

売上原価 1,239,762 1,575,329

売上総利益 407,649 501,376

販売費及び一般管理費 442,077 465,311

営業利益又は営業損失（△） △34,428 36,065

営業外収益

受取配当金 5,567 6,986

受取保険金 － 2,692

その他 4,244 2,239

営業外収益合計 9,811 11,917

営業外費用

支払利息 4,305 3,720

手形売却損 1,455 1,790

その他 7 518

営業外費用合計 5,768 6,030

経常利益又は経常損失（△） △30,385 41,953

特別利益

新株予約権戻入益 － 5,720

特別利益合計 － 5,720

特別損失

投資有価証券評価損 49,081 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,500 －

特別損失合計 52,581 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △82,966 47,673

法人税、住民税及び事業税 2,000 2,000

法人税等調整額 △12,686 18,945

法人税等合計 △10,686 20,945

四半期純利益又は四半期純損失（△） △72,280 26,728
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【会計方針の変更等】

　該当事項はありません。

　　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）　

　当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。　
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

項目
前事業年度

（平成23年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成23年６月30日）

受取手形割引高 435,957千円 496,745千円

（四半期損益計算書関係）

　該当事項はありません。　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期累計期間に係る四半期キャッ

シュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償

却費を含む。）は、次のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）　

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）　

減価償却費 17,264千円 15,601千円

　　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 19,979利益剰余金 2.00平成22年３月31日平成22年６月30日

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 19,973利益剰余金 2.00平成23年３月31日平成23年６月30日

２．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

（金融商品関係）

　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

（有価証券関係）

　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

　四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　（単位：千円）

　
　

報告セグメント 調整額

（注）１　

四半期損益計

算書計上額

（注）２　生活関連用品 物流機器 合計

売上高 1,276,758370,6531,647,411 － 1,647,411

セグメント利益又は

セグメント損失（△）
44,601 △20,990 23,610 △58,038 △34,428

　
（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　　全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日　至 平成23年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

　（単位：千円）

　
　

報告セグメント 調整額

（注）１　

四半期損益計

算書計上額

（注）２　生活関連用品 物流機器 合計

売上高 1,423,181653,5232,076,705 － 2,076,705

セグメント利益 72,817 21,433 94,250 △58,185 36,065

　
（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

　　　　　全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。　

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益又は四半期純損失（△） △7円24銭 2円68銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △72,280 26,728

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△72,280 26,728

普通株式の期中平均株式数（千株） 9,989 9,986

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

― 平成18年５月30日取締役会決

議による新株予約権

上記の新株予約権は、平成23年

６月14日をもって権利行使期

間満了により失効しておりま

す。　

　（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期累計期間は、１株当たり四半期純損失であり、

また、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、当第１四半期累計期間は、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、それぞれ記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

浅香工業株式会社(E01391)

四半期報告書

18/19



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月10日

浅香工業株式会社

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 川井　一男　　印 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥田　賢　　　印　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている浅香工業株式会社の

平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第108期事業年度の第１四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期財務諸表に対する経営者の責任　

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に表示

するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分

析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる

監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、浅香工業株式会社の平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

しております。

　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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